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平成２０年は未公開会社の事業承継問題が解決す

る年と、世間では言われている。 

 

本当なのであろうか。私は解決しないと考える。 

 

たしかに、改正予定を読むと、発行済み株式総数

の３分の２までは、課税価格の８０％に対応する相

続税の納税を猶予するなど、魅力的な内容が書かれ

ている。 

 

ところがである。その税猶予は相続した人の永遠

の執行猶予制度であり、企業経営の環境が変化する

中では、本制度の活用は難しく、選択によって不利

になる場合も多くなる。 

 

例えば事業提携、Ｍ＆Ａにより株式の譲渡を行っ

た場合は、猶予された相続税額に相続発生時からの

利息を付して納付することになる。  

 

また、代表者として、事業を継続し、雇用を守り

等々、様々な条件が課される予定である。 

 

常に変化する企業の経営環境を考えると、後で大

きな損失を被る可能性が高いことになる。例外的に

は、現在の社長が１０何代目といった超長期におけ

る事業継続が過去の長年の実績から見込めるのなら

活用は検討すべきであろう。 

 

 

（備考） 事業承継税制 

事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の

事業の継続の円滑化に関する法律（仮称）の制定を踏

まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とす

る事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等

に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。 

本制度は中小企業の事業の継続の円滑化に関する法

律（仮称）施行日以後の相続等に遡って適用する。 

この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続

税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めるこ

とを検討する。 

その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化へ

の対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の

総合的見直しを検討する。 

(1) 事業承継相続人が、非上場会社を経営していた

被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し

その会社を経営していく場合には、その事業承継相続

人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得し

た議決権株式等（相続開始前から既に保有していた議

決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式の

総数等の３分の２に達するまでの部分）に係る課税価

格の 80％に対応する相続税の納税を猶予する。 

（注１）｢事業承継相続人｣とは、中小企業の事業の

継続の円滑化に関する法律（仮称）における経済産業

大臣の認定を受けた一定の中小企業の発行済株式等に

ついて、同族関係者と合わせその過半数を保有し、か

つ、その同族関係者の中で筆頭株主である後継者をい

う。 

（注２）会社を経営していた被相続人は、その会社

の発行済株式等について、同族関係者と合わせその過

半数を保有し、かつ、その同族関係者（事業承継相続

人を除く。）の中で筆頭株主であったことを要する。 

(2) 納税猶予の対象となる株式等のみを相続すると

した場合の相続税額から、その株式等の金額の 20％に

相当する金額の株式等のみを相続するとした場合の相

続税額を控除した額を猶予税額とする。 

(3) その事業承継相続人が納税猶予の対象となった

株式等を死亡の時まで保有し続けた場合等の一定の場

合には、猶予税額を免除する。 

(4) その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限

から５年の間に、代表者でなくなる等により、中小企

業の事業の継続の円滑化に関する法律（仮称）に基づ

き経済産業大臣の認定が取り消された場合等には、猶

予税額の全額を納付する。 

(5) 上記(4)の期間経過後において、納税猶予の対象

となった株式等を譲渡等した場合には、その時点で、

納税猶予の対象となった株式の総数等に対する譲渡株

式の総数等の割合に応じた猶予税額を納付する。 

(6) 上記(4)又は(5)により、猶予税額の全額又は一

部を納付する場合には、その納付税額について相続税

の法定申告期限からの利子税も併せて納付する。 

(7) この特例の適用を受けるためには、原則として、

納税猶予の対象となった株式等のすべてを担保に供し

なければならない。 

(8) 個人資産の管理等を行う法人の利用等による租

税回避行為を防止する措置を講ずる。 

(9) 中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律

（仮称）の施行日以後に開始した相続等から適用を可

能とする措置その他所要の措置を講ずる。 

(10) 現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課

税価格の計算の特例は、所要の経過措置を講じた上で

廃止する。 
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